
自家用電気工作物保安管理業務標準内容 

 

 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館野球場、栗原市築館体育センタ

ー及び栗原市築館多目的競技場の自家用電気工作物の機能を最良の状態に保つため、

電気事業法等の関係法令に準拠して保守点検を実施すること。 

 

１ 保守点検する設備の数量 

（対象自家用電気工作物）    ３台 

 

 
施   設   名 

受電設備 

容量(kVA) 

受電電圧 

(V) 

１ 
栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 
８０ ６，６００ 

２ 
栗原市築館野球場 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 
１６０ ６，６００ 

３ 

栗原市築館体育センター 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 
３５０ ６，６００ 

栗原市築館多目的競技場 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 

 

 

２ 保守点検の内容 

（１）定期点検（月次点検「毎月」及び年次点検「年１回」）、臨時点検（事故発生

時必要の都度実施）を実施し、巡視点検測定及び試験の結果、不良箇所があると

きは必要な指導及び助言を受けること。 

（２）電気工作物の事故発生の場合は、応急措置等の指導を受けるとともに、事故原

因の究明に協力を受け、再発防止対策の指導を受け、電気事業法第１０６条の規

定に基づく電気関係報告規定に定める電気事故報告書の作成及び手続の指導を受

けること。 

（３）電気関係法令に基づく立入検査の立会いを行うこと。 

 

３ 保守点検の報告書 

（１）保守点検報告書の様式は、関係法令に定められたものを提出すること。 

（２）保守点検の結果、改善、改修を要する箇所がある場合は、前記の報告書 

と併せ、その一覧を任意様式により提出すること。 

（３）保守点検完了後、報告書を１部作成し、提出すること。 



浄化槽維持管理業務標準内容 

 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗原

市築館野球場及び栗原市築館陸上競技場の浄化槽の機能を最良の状態に保つため、浄化

槽法等の関係法令に準拠して保守点検と水質検査を実施すること。 

 

１ 保守点検する設備の数量 

 施   設   名 
種別 

（処理方式） 
規模 数量 

１ 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 合併処理浄化槽 

（分離接触ばっ気） 
１５０人槽 １基 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

２ 
栗原市築館野球場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

単独処理浄化槽 

（分離接触ばっ気、 

三次処理付） 

３５人槽 １基 

３ 
栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

小型合併処理槽 

（分離接触ばっ気） 
４０人槽 １基 

 

 

２ 保守点検、清掃の内容 

（１）保守点検・消毒 

築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープールは、１カ月に２回

実施すること。 

築館野球場、築館陸上競技場は、１カ月に１回実施すること。 

（２）法定点検（浄化槽法第１１条）、水質検査は１年に１回実施すること。 

（３）清掃は、浄化槽法第９条の規定に基づき、１年に１回実施すること。 

（４）臨時点検は、異常が発生した場合又は異常の発生の恐れがある場合に実施するこ

と。 

 

３ 保守点検、清掃の報告書 

（１）保守点検報告書及び清掃報告書の様式は、消化槽法等に定められたものを提出す

ること。 

（２）保守点検及び清掃の結果、改善、改修を要する箇所がある場合は、前記の報告書

と併せ、その一覧を任意様式により提出すること。 

（３）保守点検及び清掃完了後、報告書を１部作成し、提出すること。 

 

 



消防用設備保守点検業務標準内容 

 

 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗原

市築館野球場、栗原市築館陸上競技場、栗原市築館体育センター及び栗原市築館多目的

競技場の消防用設備の機能を最良の状態に保つため、消防関係法令等に準拠して保守点

検を実施すること。 

 

 

１ 保守点検の実施 

消防関係法令に基づき、機器点検と総合点検を実施すること。 

 

 

２ 保守点検業務対象施設の消防設備 

（１）栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ６本 

自動火災報知設備 

予備電源・非常電源（内蔵型） 一式 

受信機・中継器 一式 

感知器 熱感知 スポット型差動式 １６個 

 スポット型定温式 １個 

    分布型差動式 １８個 

煙感知 スポット型光電式 １個 

発信機Ｐ型２級 ２個 

音響装置 一式 

誘導灯及び誘導標識 誘導標識（避難口） ５枚 

配線 自動火災報知設備 一式 

 

（２）栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ２本 

 

（３）栗原市築館野球場 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ３本 

非常警報設備 
非常電源（内蔵型） 一式 

非常ベル・自動式サイレン 一式 

非常放送設備 非常電源（内蔵型） 一式 



非常ベル・自動式サイレン 一式 

誘導灯及び誘導標識 
誘導灯（避難口） Ｂ級ＢＬ形 １台 

誘導灯（通路） Ｃ級 ２台 

配線 非常警報設備、非常放送設備、誘導灯 一式 

 

（４）栗原市築館陸上競技場（管理棟） 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ４本 

非常警報設備 

非常電源（内蔵型） 一式 

非常ベル・自動式サイレン 一式 

放送設備 一式 

誘導灯及び誘導標識 誘導標識（避難口） ５枚 

 

（５）栗原市築館陸上競技場（観覧場、倉庫棟） 

項目 規格 数量 

消火器具 

観覧場 粉末（Ａ―１０） ２本 

東側倉庫 粉末（Ａ―１０） １本 

倉庫棟 粉末（Ａ―１０） ２本 

誘導灯及び誘導標識 観覧場 誘導標識（避難口） ２枚 

 

（６）栗原市築館体育センター 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ６本 

自動火災報知設備 

予備電源・非常電源（内蔵型） 一式 

受信機・中継器 一式 

感知器 熱感知 スポット型差動式 ８個 

 スポット型定温式 ２個 

    分布型差動式 ８個 

煙感知 スポット型光電式 １個 

発信機Ｐ型１級 ２個 

音響装置 一式 

非常警報設備 
非常電源（内蔵型） 一式 

放送設備 一式 

誘導灯及び誘導標識 誘導標識（避難口） ６枚 

配線 自動火災報知設備、非常警報設備 一式 

 

（７）栗原市築館多目的競技場（管理棟） 

項目 規格 数量 

消火器具 粉末（Ａ―１０） ６本 



自動火災報知設備 

予備電源・非常電源（内蔵型） 一式 

受信機・中継器 一式 

感知器 熱感知 スポット型差動式 ２１個 

    スポット型定温式 ６個 

煙感知 スポット型光電式 ５個 

発信機Ｐ型１級 ２個 

音響装置 一式 

非常警報設備 放送設備（スピーカー） 一式 

誘導灯及び誘導標識 
誘導標識（避難口） ５枚 

誘導標識（通路） １枚 

配線 自動火災報知設備、非常警報設備 一式 

 

（８）栗原市築館多目的競技場（観覧席Ａ、観覧席Ｂ） 

項目 規格 数量 

消火器具 
観覧席Ａ 粉末（Ａ―１０） １本 

観覧席Ｂ 粉末（Ａ―１０） １本 

 

 

４ 保守点検の内容 

保守点検業務にあたっては、「消防用設備等の点検の基準および消防用設備等点検

結果報告書に添付する点検票の様式（昭和５０年１０月１６日付号外消防庁告示第１

４号）」により実施すること。 

 

 

５ 保守点検の報告書 

（１） 保守点検報告書の様式は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設 

  備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検 

の結果についての報告書の様式（昭和５０年４月１日付号外消防庁告示第 

３号）」及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告 

書に添付する点検票の様式（昭和５０年１０月１６日付号外消防庁告示第 

１４号）」に定められたものを提出すること。 

（２） 保守点検の結果、消防設備等の改善、改修を要する箇所がある場合は、 

前記の報告書と併せ、その一覧を任意様式により提出すること。 

（３） 保守点検完了後、報告書を１部（消防署への３年に一度の報告の年は２ 

部）作成し提出し、３年間保存すること。 

 



機械警備業務標準内容 

 

 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館野球場、栗原市築館陸上競技

場、栗原市築館体育センター及び栗原市築館多目的競技場の休業日、夜間における火

災、盗難、破壊等のあらゆる事故の抑制効果、事故の早期発見及び拡大防止のため、

機械警備を実施すること。 

 

 

１ 警備機械の設置等 

警備業務に必要な警報機及び付帯する一切の装置を設置すること。 

 

２ 機械警備の実施時間 

（１）警備の開始は、築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、築館野球場管理棟、築館陸上

競技場管理棟、築館体育センター及び築館多目的競技場管理棟を退場する際に装

置をセットした時からとする。また、入場し装置を解除した時点で終了とする。 

（２）火災警備は終日とする。 

 

３ 事故発生時の対応 

（１）火災発生時 

休業日、夜間に火災発生を受信したときは、消防機関へ通報するとともに、速や

かに警備員を急行させ適切な処置を講じ、栗原市に通報すること。（緊急対策連絡

網を作成しておくこと。） 

（２）盗難、破壊等発生時 

休業日、夜間に盗難、破壊等を受信したときは、直ちに警察機関へ通報するとと 

もに、速やかに警備員を急行させ、その状況により栗原市に連絡すること。 

 

４ 鍵等の貸与 

機械警備業務受託者に鍵及びキーカード等を貸与するものとし、その管理義務を負

わせ、目的外使用及び第三者への貸与、譲渡を禁じること。 

 

５ 業務報告書 

（１）報告書の様式は、任意様式とする。 

（２）毎月月末に報告書を１部作成し、提出すること。 



受水槽清掃業務標準内容 

 

 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館陸上競技場及び栗原市築館多目的

競技場で日常使用する水道水の受水槽設備及び消火栓水槽の清掃を実施し、設備の保全

を図るものとする。 

 

 

１ 清掃業務の実施 

受水槽・消火栓水槽の清掃は、「水道法」及び「県条例」の規定に基づき行う。 

また、日常使用する飲料水の衛生及び安全性を確保することと、その設備の保全を

図るものとする。 

 

２ 清掃設備 

 施   設   名 種別 材質、構造 容量 数量 

１ 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ー体育館 

(栗原市築館字荒田沢４１番地

２４１) 

受水槽 
ＦＲＰ製 

地上式１槽 
５㎥ １基 

２ 

栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢４１番地

２４１) 

受水槽 
ＦＲＰ製 

地下式１槽 
７.５㎥ １基 

３ 

栗原市築館多目的競技場 

(栗原市築館高田二丁目８番１

２号) 

受水槽 
鋼板製 

地上式２槽 
４８㎥ １基 

 

３ 清掃の内容 

（１）施工内容 

①水槽内洗浄 

②水槽内消毒 

③設備点検（ポンプ・ＦＭ弁・浮子弁・電極棒・配管・その他） 

④残留塩素測定（清掃前・清掃後） 

⑤水質検査（色度・濁度・臭気・味・ＰＨ値・硝酸性窒素及び亜硝酸窒素塩素 

イオン・過マンガン酸カリウム消費量・一般細菌・大腸菌群残留塩素） 

 

（２）留意事項 

①清掃従事者は、当日の健康状態が良好で概ね３ヶ月以内に健康診断と検便の受

検済者であること。 

②使用器具、用具、貯水車、作業衣及び長靴等は消毒済のものを使用し作業は衛

生的に行うこと。 

③水槽には立入禁止等の掲示を行うとともに、ネットフェンスなどにより関係者



以外の者が容易に近づけないようにすること。また、槽内に入る場合に は、十

分に換気を行い酸欠には特に注意すること。 

④作業時には必ずヘルメットを着用し、必要に応じて命綱を使用すること。 

⑤外梯子及び内梯子の昇り降りに際しては、事前に腐食等による損傷がないかを

確認し、安全帯等の安全策を講じた後、注意して昇降すること。 

⑥各水槽内の沈積物質、浮遊物質、壁面等の付着物の除去は、できるだけ高圧洗

浄により除去すること。また、衛生上有害な材料による補修等は実施しないこと。 

⑦消毒洗浄は、洗浄汚水の排除を完全に行った後２回行い、消毒排水の排除も完

全に行うこと。なお、消毒終了後は水槽内に立ち入らないこと。 

⑧各水槽内の水張り後、末端給水栓で採水し、色度、濁度、臭気、味等の水質検査

と遊離残留塩素の測定を行うこと。 

 

４ 報告書の提出 

清掃業務を実施後、業務完了報告書を作成し提出するものとする。 

 

 

 

 

 



受水槽法定検査業務標準内容 

 

 

 栗原市築館陸上競技場の日常使用する水道水の受水槽において、安全で衛生的な飲料

水を確保するため、水道法等の関係法令に準拠して検査を実施すること。 

 

 

１ 定期検査の実施 

受水槽の検査は、「水道法」及び「県条例」の規定に基づき行う。 

 

 

２ 定期検査受水槽 

施   設   名 種別 材質、構造 容量 数量 

栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４

１) 

受水槽 
ＦＲＰ製 

地下式１槽 
７.５㎥ １基 

 

 

３ 定期検査の内容 

 （１）水槽等、施設の外観検査 

 （２）給水栓における水質の検査 

 （３）書類検査 

 

 

４ 定期検査の方法 

 （１）定期点検は１年に１回とし、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の 

登録を受けた者の検査を受けること。 

 （２）検査完了後、検査結果及び根拠書類を５年間保存すること。 

 

 



芝管理業務標準内容 

 

栗原市築館野球場及び栗原市築館陸上競技場の芝生を最良の状態に保つため、生育

及び維持管理を実施し、施設利用者の支障とならないよう適正な環境の維持に努める

こと。 

 

１ 業務対象施設及び業務内容 

（１）栗原市築館野球場 

業務場所 面積 

業務内容（年間実施回数） 

薬剤除

草 
病害虫防除 目土散布 

１ メイングラウンド（内野） ２，７１０㎡ ２回 － － 

２ メイングラウンド（外野） ７，４７０㎡ ２回 １回 １回 

３ メイングラウンド（スタンド） ６４０㎡ ２回 － － 

４ サブグラウンド（内野） ２，０００㎡ ２回 － － 

５ サブグラウンド（外野） ４，８００㎡ ２回   

 

（２）栗原市築館陸上競技場 

業務場所 面積 

業務内容（年間実施回数） 

薬剤除

草 
病害虫防除 目土散布 

１ インフィールド ７，７６０㎡ ２回 １回 １回 

２ アウトフィールド（平面） ４，２５０㎡ ２回 － １回 

３ アウトフィールド（法面） ９３０㎡ ２回 － － 

４ 補助競技場（平面） ４，３０７㎡ ２回 － １回 

 

（３）その他維持管理について 

①生育状況に合わせて、適宜、芝刈及び施肥を行うこと。 



②利用状況に合わせて、適宜、不陸整正を行うこと。 

③野球場の芝生は、ファールラインから両側９０ｃｍを切り取り整地すること。 

④野球場の内野と外野の境目の芝生は、段差とならないように切り取りし、転圧 

して整地すること。 

⑤上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行う 

こと。 

 

２ 実施業務の報告書 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。



 

 

築館野球場（赤） 

①メイングラウンド（内野）  2,710㎡ 

②メイングラウンド（外野）  7,470㎡ 

③メイングラウンド（スタンド）640㎡ 

④サブグラウンド（内野）   2,000㎡ 

⑤サブグラウンド（外野）   4,800㎡ 

芝管理業務 作業位置図 

築館陸上競技場（黄） 

①インフィールド     7,760㎡ 

②アウトフィールド（平面）4,250㎡ 

③アウトフィールド（法面） 960㎡ 

④補助競技場（平面）   4,307㎡ 

 

  

 

 

 

①メイングラウンド（内野） 

②メイングラウンド（外野） 

③メイングラウンド（スタンド） 

④サブグラウンド（内野） 

⑤サブグラウンド（外野） 

①インフィールド 

②アウトフィールド（平面） 

③アウトフィールド（法面） 

④補助競技場（平面） 



加圧給水ユニット保守点検業務標準内容 

 

栗原市築館多目的競技場加圧給水ポンプユニットにおいて、定期点検を実施し、施設

利用者の支障とならないよう安全な機器設備の保全に努めること。 

 

 

１ 業務実施に当たっての基本的事項 

（１）利用者の安全性を確保し、その機器設備の保全を図るものとする。 

（２）作業を行うにあたっては、利用者に配慮して実施すること。 

 

 

２ 保守点検機器 

 機種名 型式 数量 

１ 
散水用加圧給水ポンプユニット 

（エバラフレッシャー３１００） 
50BNVME7.5BN １式 

 

 

３ 業務の内容 

（１）保守点検は、年１回とする。 

（２）点検項目は、ユニットにおけるポンプ、制御盤、インバータ等の定期点検が必要

な部位すべてにおいて実施し、必要があれば交換等を行うものとする。 

（３）上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行うこ

と。 

 

 

４ 業務報告 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。 



散水設備保守点検業務標準内容 

 

栗原市築館多目的競技場散水設備において、定期点検を実施し、施設利用者の支障と

ならないよう安全な機器設備の保全に努めること。 

 

 

１ 業務実施に当たっての基本的事項 

（１）利用者の安全性を確保し、その機器設備の保全を図るものとする。 

（２）作業を行うにあたっては、利用者に配慮して実施すること。 

 

 

２ 保守点検機器 

 機種名 型式 数量 

１ 
自動散水器 

（埋設型ポップアップスプリンクラー） 
HU890PS ６基 

 

 

３ 業務の内容 

（１）保守点検は、年１回とする。 

（２）点検項目は、散水設備における加圧装置、制御・操作盤、電磁弁、散水器等の定

期点検が必要な部位すべてにおいて実施し、必要があれば交換等を行うものとする。 

（３）上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行うこ

と。 

 

 

４ 業務報告 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。 



プールろ過装置保守点検業務標準内容 

 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープールのろ過装置において、定期点検を実施し、施設

利用者の支障とならないよう安全な機器設備の保全に努めること。 

 

 

１ 業務実施に当たっての基本的事項 

（１）利用者の安全性を確保し、その機器設備の保全を図るものとする。 

（２）作業を行うにあたっては、利用者に配慮して実施すること。 

 

２ 保守点検機器 

 機種名 型式 数量 

１ 
ろ過装置 

（全自動Ａ－１フィルター） 
PA60-206AT 一式 

 

３ 業務の内容 

（１）保守点検は年３回とする。 

①１回目は、プール使用開始前運転調整を行う。 

②２回目は、主に水質管理、機械の動作確認を行う。 

③３回目は、翌年のための運転調整を行う。 

（２）主な点検項目は次のとおり実施し、必要があれば交換等を行うものとする。 

①装置の動作確認 

②フィルター洗浄（４８枚） 

③ポンプモーター、ヘアーキャッチャーの調整確認 

④バルブ、配管漏水等の確認 

⑤計器類の確認 

⑥塩素滅菌機の点検調整 

⑦水質管理の指導 

⑧その他定期点検が必要な部位すべて 

（３）上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行うこ

と。 

 

４ 業務報告 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。 



プール水質検査業務標準内容 

 

 

 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの衛生水準を確保するため、水道法等の関係法

令に準拠して検査を実施すること。 

 

 

１ 水質検査の実施 

遊泳用プールの水質検査は、厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準 

について」（平１９年５月２８日付け健発第５２８００３号厚生労働省健康 

局長通知）に基づき行う。 

 

２ 水質検査の内容 

 検査項目 基準 検査頻度 

水素イオン濃度 pH値 5.8以上 8.6以下 

毎月 1回以上 

濁度 2度以下 

過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L 以下 

一般細菌 200CFU/mL以下 

総トリハロメタン 
0.2mg/L 以下（暫定目

標値） 
毎年 1回以上 

大腸菌 検出されないこと 毎月 1回以上 

遊離残留塩素濃度 

0.4mg/L 以上 

（1.0mg/L 以下が望ま

しい） 毎日午前中 1 回

以上及び午後 2

回以上 

二酸化塩素濃度 

（二酸化塩素で消毒を行う場合） 

0.1mg/L 以上 0.4mg/L

以下 

亜塩素酸濃度 

（二酸化塩素で消毒を行う場合） 
1.2mg/L 以下 

 

３ 水質検査の記録 

 水質検査実施後、検査結果等の記録は３年間保存すること。 



し尿収集運搬業務標準内容 

 

 

栗原市築館野球場及び栗原市築館陸上競技場の汲み取り式トイレにおいて、清潔な環

境衛生の維持に努めること。 

 

 

１ し尿収集するトイレの数量 

 施   設   名 
種別 

（処理方式） 
容量 数量 

１ 
栗原市築館野球場 Ｂグラウンド 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 
汲み取り式 約８００リットル １基 

２ 
栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

汲み取り式 

（簡易水洗） 
 約１，７００リットル １基 

３ 
栗原市築館陸上競技場 補助競技場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

汲み取り式 

（簡易水洗） 
５８０リットル ２基 

 

 

２ 業務実施に当たっての基本的事項 

（１）利用者の不便とならないよう、施設の環境衛生の保全を図るものとする。 

（２）作業を行うにあたっては、利用者に配慮して実施すること。 

 

３ 業務の内容 

（１）利用状況に合わせて便槽の状態を確認し、随時、し尿汲み取りを行う。 

（２）運搬業者は、市のし尿収集運搬委託業者であること。 

（３）上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行う 

こと。 

 

４ 業務報告 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。 

 



防火対象物定期点検業務標準内容 

 

 

 栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗原

市築館野球場、栗原市陸上競技場、栗原市築館体育センター及び栗原市築館多目的競技

場の防火管理の状況、消防用設備等の設置等火災予防上必要な事項について、消防関係

法令等に準拠して点検を実施すること。 

 

１ 定期点検の実施 

 消防関係法令に基づき、防火管理及び消防用設備等の定期点検を実施する。 

 

２ 対象の防火対象物 

 施   設   名 防火対象物 構造 面積 

１ 
栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 
体育館 

ＲＣ造 

１階 

床面積   １，１０２．０㎡ 

延べ床面積 １，１０２．０㎡ 

２ 
栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

管理棟 
ＲＣ造 

１階 

床面積   １１１．７８㎡ 

延べ床面積 １１１．７８㎡ 

プール 
Ｓ造 

１階 

床面積   １，１４４．７１㎡ 

延べ床面積 １，１４４．７１㎡ 

３ 
栗原市築館野球場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 
観覧場 

ＲＣ造 

２階 

床面積   ２５３．２０㎡ 

延べ床面積 ２５３．２０㎡ 

４ 
栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢 41番地 241) 

管理棟 
ＲＣ造 

２階 

床面積   １６３．６６㎡ 

延べ床面積 ２６７．００㎡ 

倉庫 
ＲＣ造 

１階 

床面積   １８７．９２㎡ 

延べ床面積 １８７．９２㎡ 

観覧場 
ＲＣ造 

２階 

床面積   ６８０．３３㎡ 

延べ床面積 ７６４．６５㎡ 

５ 
栗原市築館体育センター 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 
体育館 

ＲＣ造 

１階 

床面積   １，０３９．２０㎡ 

延べ床面積 １，０３９．２０㎡ 

６ 
栗原市築館多目的競技場 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 

管理棟 
Ｓ造 

２階 

床面積   １８９．５５㎡ 

延べ床面積 ３８７．９２㎡ 

観覧席Ａ 
Ｓ造 

１階 

床面積   ６５．８８㎡ 

延べ床面積 ６５．８８㎡ 

観覧席Ｂ 
Ｓ造 

１階 

床面積   ６５．８８㎡ 

延べ床面積 ６５．８８㎡ 

 

 



２ 定期点検の内容 

（１）防火管理者選任（解任）及び消防計画の届出がなされているか。 

（２）消防計画に定められた事項が適切に行われているか。 

（３）避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置 

され、又はみだりに存置されていないか。 

（４）防火対象物品の使用を要するものに、防火性能を有する旨の表示がされている 

か。 

（５）消防用設備等が法令に従って設置されているか。 

（６）消防用設備等設置した場合、必要な届出がなされ、検査を受けているか。 

（７）火災予防条例の基準に適合しているか。 

 

３ 定期点検の報告書 

（１）定期点検は１年に１回とし、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。 

（２）管理権原者は、点検を行った結果を防火管理維持台帳に記録。保存すること。 

 

 

 



法面等環境整備業務標準内容 

 

 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館、栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール、栗

原市築館野球場、栗原市築館陸上競技場、栗原市築館体育センター及び築館多目的競

技場の法面等において緑地管理を実施し、施設利用者の支障とならないよう適正な環

境の維持に努めること。 

 

１ 業務対象施設及び業務内容 

 

（１）急斜面刈払い 

業務場所 面積 
業務内容（年間実施回数） 

刈払 伐採 

１ 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 
４，５００㎡ １回 － 

栗原市築館Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 

２ 
栗原市築館野球場 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 
２，０００㎡ １回 １回 

３ 
栗原市築館陸上競技場 

(栗原市築館字荒田沢４１番地２４１) 
３００㎡ １回 １回 

４ 

栗原市築館体育センター 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 
９，０００㎡ １回 

１回 

（初年度のみ） 栗原市築館多目的競技場 

(栗原市築館高田二丁目８番１２号) 

 ※別紙位置図参照 

 

（２）法面刈払い 

（１）に定める範囲以外の法面については、生育状況に合わせて、適宜、刈払い 

を行うこと。 

 

（３）その他維持管理について 

上記に定めるもの以外に、業務を行う上で必要が生じた場合には、これを行うこと。 

 

 

２ 実施業務の報告書 

業務完了後、報告書を作成し１部提出すること。 



 

 

 

 

①700㎡ 

①500㎡ 

①3,000㎡ ②2,000㎡ 

①赤 4,500㎡ 

②青 2,000㎡ 

③黄  300㎡ 

①300㎡ 

③300㎡ 

法面等環境整備業務 作業位置図 



 

④南側法面 6,500㎡ 

④東側法面 2,500㎡ 

④法面合計 9,000㎡ 


